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第4号様式(第10条関係) 

会 議 録 (要旨) 

会 議 名 平成２５年度第２回武蔵村山市地域公共交通会議 

開 催 日 時 平成２６年１月２８日（火） 午後２時～２時３０分 

開 催 場 所 市役所３０１会議室 

出 席 者 及 び

欠 席 者 

出席者：藤井会長、濱浦副会長、国田委員、長田委員、宮田委員、藤

野委員、栗原委員、髙附委員、土屋氏（関根（肇）委員の代

理）、島田委員、土谷氏（関根（康）委員の代理）、江郷委

員、吉永委員、若林委員、鵜澤委員、清田委員、山﨑委員 

欠席者：眞子委員 

事務局：新谷都市整備部長、指田都市計画課長、加藤都市計画課計画

グループ主査、栗原都市計画課計画グループ主任 

議 題 
１ 消費税率改定後の市内循環バスの運賃について 

２ その他報告事項等 

結 論 

（決定した方針、残

された問題点、保留

事項等を記載す

る。） 

議題1について 

平成２６年４月の消費税率改定以後の市内循環バスの運賃は現行

の運賃体系に据え置くことで合意した。 

議題2について 

 都営住宅整備工事に伴い設定される市内循環バスの上北台ルート

の迂回ルートについて、事務局案で了承を得た。 

審 議 経 過 

(主な意見等を原則

として発言順に記

載し、同一内容は一

つにまとめる。) 

◎：会長 

○：副会長 

委員 

●：事務局 

議題１ 消費税率改定後の市内循環バスの運賃について 

 ● 資料２－１に基づき説明＜説明省略＞ 

【主な意見、質疑等】 

 ○ 運賃改定を実施した場合、概算でどれ位の費用が必要となるの

か。 

 ● 運行事業者から提出されている概算見積で積算すると、設備改

修で約３００万円必要となり、その他、設備以外でもパンフレッ

トや回数券の印刷費等の費用がかかる。 

 ○ 乗車運賃を現金１８０円に改定した場合に利用者数が現状と

変わらなかったと仮定すると、どれ位収入が増加するのか。 

 ● 運行事業者への収入は変化がない。税込収入で積算した場合

は、約１００万円強の収入増となると思われる。 

 ◎ 平成２６年４月からは、路線バスは初乗り運賃で現金１８０

円、市内循環バスは現金１７０円均一運賃で１０円の差が生じる

という状況になるが、バス事業者から何か意見はあるか。 

 ○ 一般路線バスについては４月より消費税の転嫁を行い運行す

るが、市内循環バスについては、事務局案のとおりで運行するこ

とで問題ないと思われる。 

 ◎ 議案１について事務局案に賛同する委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

   挙手全員により道路運送法上の協議がととのったこととする。 

 

 

議題２ その他報告事項等 
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 ● 参考資料に基づき説明。＜説明省略＞ 

【主な意見、質疑等】 

○ 迂回ルートについての市民等への周知はどのように行うのか。 

● 市報及び市のホームページでの周知の他、バス停やバス車内で

の周知も行う予定である。 

○ 日中時の上北台ルートにおいて「学園」及び「オカネ塚公園」

を経由しない迂回ルートの設定であれば、通勤時ルートのよう

に、上北台の駅から最短距離で新青梅街道に戻るルートの方が効

率よいと思われるが、なぜ、最短距離でない迂回ルート案なのか。 

● 距離や所要時間だけで考えると、最短距離で運行することが望

ましいとも思えるが、その場合、時刻表どおりの運行が困難とな

るため、あえて最短距離ではない迂回ルートの設定を行った。ま

た、上北台ルートを走行しているバスが常に上北台ルートのみを

走行している訳ではなく、他のルートにも乗り入れていること等

から、他のルートにも影響が出てしまい市内循環バス全体のダイ

ヤ改正が必要となることが考えられる。 

  このようなことから、今回示した迂回ルートに至った。 

○ 日中時ルートの一部を変更するのではなく、迂回が必要な期間

のみ終日通勤時ルートで運行することはできないのか。 

● 日中の時間帯は日中時ルートを運行することで申請がなされ

ているため、日中時に通勤時ルートを適用した場合も大幅な調整

及び変更が必要となる。そのため一部迂回を設定するルートで対

応したい。 

◎ 委員からも質問のあった、周知の方法等についても漏れがない

ようお願いする。 

 

以上 

 

会 議 の 公 開 ・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者： １名  

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開 示 

□一部開示(根拠法令等：                ) 

□非 開 示(根拠法令等：                ) 

 

庶 務 担 当 課 都市整備部 都市計画課（内線：２７３） 

 


